
「
公
羊
侍
』

の

覇

者

親

1

1

2

宋

丸、ヘ
f
ワ叶

--:> 

の

、‘号、トV

て
i
i
i

八
序
〉

に
つ
い
て
、

の
数
え
方
を
す
る
。
こ
れ
ら

一
、
昆
吾
氏
(
夏
の
時
代
)
、
大
診
氏
(
肢
の
時
代
)
、

(
段
の
時
代
〉
、
税
円
相
公
、
晋
文
公

0

0

0

0

 

二
、
税
円
相
公
、
育
文
公
、
秦
穆
公
、
楚
庶
玉
、
英
王
開
問
一

0

0

0

 

一
一
一
、
費
総
公
、
菅
文
公
、
秦
穆
公
、
宋
議
公
、
楚
荘
玉

の
う
ち
、
一
の
場
合
は
、
い
わ
ゆ
る
春
秋
の
五
績
に
は
該
常
し
な

い
。
そ
れ
は
、
二
、
一
一
一
の
場
合
に
相
脅
す
る
。
こ
こ
で
、
二
を
あ
げ

る
理
由
と
し
て
の
覇
者
観
は
、

一
務
者
、
伯
也
。
行
方
伯
之
職
、
A

悩
悶
諸
侯
、
朝
天
子
、
不
失
人
直
之

義
。
(
中
略
)
議
論
迫
也
、
把
也
。
迫
脅
諸
侯
、
把
持
其
政
。

(
続
)

で
あ
り
、
一
つ
一
一
一
の
相
違
は
、
前
者
が
呉
王
間
関
を
あ
げ
る
に
封

し
、
後
者
が
宋
の
裏
公
を
か
か
げ
る
黙
に
あ
る
。
他
の
問
者
に
つ
い

(
競
)
に
お
い
て
は
、
…
一
一
通
り

一
本
意
氏

中

村

li? 
1三え

也

て
は
全
く
共
通
で
あ
る
。
そ
れ
故
…
一
一
の
弱
者
抑
制
は
宋
の
裏
公
を
詳
侵

す
る
と
こ
ろ
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

0

0

0

0

 

宋
裏
代
費
不
換
二
毛
、
不
鼓
不
成
列
。
春
秋
俸
日
、
錐
文
支
之

0

0

0

0

 

戦
、
不
是
過
、
知
其
議
也
。
(
競
)

こ
こ
に
言
う
明
春
秋
停
b

と
は
、
す
な
わ
ち
『
春
秋
』
の
経
文
「
各

十
有
一
月
、
己
巴
、
制
問
。
宋
公
及
楚
人
戦
子
説
。
宋
部
数
績
。
」
(
億

公
二
十
二
年
)
に
お
け
る
『
公
羊
俸
」
一
の
批
評
「
以
魚
、
蹴
文
玉
之

戦
、
亦
不
遜
一
此
也
。
」
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

か
つ
て
津
田
左
右
吉
博
士
は
、
『
左
俸
の
思
想
史
的
研
究
』
(
岩
波

書
応
)
に
お
い
て
、
「
費
桓
菅
文
に
次
い
で
考
ふ
べ
き
は
宋
の
裏
公

の
説
話
で
あ
る
が
、
裏
公
を
五
一
筋
の
一
人
と
し
て
数
へ
得
る
べ
き
か

ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
、
が
、
こ
れ
は
『
左
停
』
の
思

想
に
卸
し
た
場
合
、
賞
然
抱
か
る
べ
き
違
和
感
で
あ
り
、
前
掲
二
の

議
者
観
に
立
つ
探
り
に
お
い
て
も
掛
同
然
で
あ
る
。
円
錯
綜
梁
俸
』
に
お

い
て
も
宋
の
裏
公
に
謝
す
る
許
僚
は
こ
の
傾
向
の
中
に
含
ま
れ
る
。

( 11 ) 



た
だ
し
同
公
平
停
b

は
一
貫
し
て
裏
公
を
讃
美
す
る
。
こ
の
「
理
由
i

一

は
ど
こ
に
存
す
る
の
か
。
そ
れ
は
吋
公
羊
傍
』
の
他
の
思
想
と
ど
う

か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
。

本
稿
は
以
上
の
観
黙
よ
り
円
公
平
侍
b

の
覇
者
観
を
、
宋
の
裏
一
公

に
針
す
る
批
評
に
邸
し
つ
つ
論
じ
て
み
よ
う
と
思
う
心

で
公
羊
惇
b

と
内
在
偉
h

q
穀
梁
俸
b

に
お
け
る
宋
の
裏
公
許
償

宋
の
袈
公
邸
位
の
年
(
紀
元
前
六
五
一
年
)
は
費
の
粧
公
が
主
催

注…

し
た
葵
丘
の
舎
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
の
事
に
つ
い
て

吋
春
秋
恥
の
経
文
は
記
し
て
い
な
い
ο
宋
の
裏
公
に
つ
い
て
は
傍
公

十
五
年
(
周
襲
五
五
七
年
i
紀
元
前
六
四
五
年
)
の
経
文
「
多
、
宋

人
伐
曹
cい

が
初
出
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

俸
の
注
稗
、
批
許
は
無
い
が
門
左
俸
M

は
「

と
し
て
い
る
。
家
鉱
翁
は
こ
れ
を
数
約
し
て

宋
袈
(
中
略
)
於
桁
…
之
方
存
、
包
有

張
本
於
此
、
春
秋
所
畿
也
心
(
吋
春
ハ

と
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
吋
品
川
俸
い

て
い
る
傾
向
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
以
下
傾
次
、
絞
文
を
あ
げ
、

の
持
つ

そ
れ
に
鹿
ず
る 其

後
執
擦
問
曹
、

に
成
流
し 一

-一

『
左
俸
』
、
司
穀
梁
」
一
の
二
俸
の
批
一
許
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

@
r
y〉
〉
〉
〉
〉
、
〈
/
〉
〉

「
十
有
六
年
、
春
、
主
正
月
、
戊
申
朔
、
際
石
子
宋
、
五
。
是
月
-

g
j〉
〉
、
J
h
t
J
J
J
Y〉
?
'

六
議
選
飛
遁
宋
都
。
」
(
催
公
十
六
年
経
文
)

門
左
停
』
は
@
に
つ
い
て
、

額
ア
相
子
宋
五
、
間
倒
産
也
乙

@
に
つ
い
て
は
、

六
議
退
飛
議
宋
都
、
風
也

L

の
如
く
自
然
現
象
と
し
て
現
質
的
に
把
握
し
、
さ
ら
に
、
宋
の
裏
公

が
、
嘗
持
宋
閣
に
招
聴
さ
れ
て
い
た
周
の
内
史
叔
輿
に
制
到
し
吉
凶
を

問
う
た
に
封
一
し
、
叔
輿
は
後
日
、

走
陰
陽
之
事
、
非
吉
凶
所
生
也
。
吉
凶
白
人
、
吾
不
敢
逆
君
故

也
G

と
他
人
に
本
音
を
吐
露
し
た
と
い
う
が
如
き
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
載
せ
て

い
る
c

覇
業
を
金
関
す
る
裏
公
に
釣
し
、
あ
く
ま
で
冷
静
な
陳
述
の

仕
方
を
し
て
い
る

U

草
枕
梁
俸
い
は

先
僚
荷
後
石
、
何
也
。
際
部
後
石
也
c

の
よ
う
に
主
に
論
理
権
成
、
記
述
の
問
題
に
終
始
し
て
い
る
の
で
裏

公
許
僚
と
は
関
係
な
い
り

は
初
、
⑪
一
例
方
を
「
五
石
六
議
」
と
総
稀
し
、

レレザけ
4
1
h
之
宮
、

，

H
在・ト
b
d
-
u

( 12 ) 

と



はヨミ
何者
休の
の後

機
者
の
た
め

た
の
で
あ
る
と
言
う
。
そ
れ

有

亡

徴

、

故

前

…

録

免

減

、

記

災

兵
一
也
。
石
者
、
陰
徳
之
導
者
也
。
践
者
、
烏
中
之
敬
介
者
、
皆
有

似
袈
公
之
行
。
袈
欲
行
議
事
、
不
納
公
子
日
夷
之
謀
、
事
事
歌
介

自
用
、
卒
以
瓦
年
見
執
、
六
年
務
敗
。

の
如
き
解
轄
を
十
分
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
の
体
に
お
い
て
は
、

「
五
石
六
総
い
は
袈
公
を
象
徴
し
、
陰
徳
を
有
し
な
が
ら
耽
介
に
し

て
失
敗
す
る
不
吉
な
王
者
の
姿
と
し
て
把
握
さ
れ
る
む
こ
れ
は
印

吋
公
羊
俸
b

に
流
れ
る
…
脚
秘
主
義
的
、
藻
見
主
義
の
表
切
で
あ
り
、

袈
公
に
密
殺
し
つ
つ
顕
彰
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

倦
公
十
八
年
の
経
文

「
春
・
主
正
月
、
宋
公
・
習
伯
・
街
入
、
知
人
伐
梼
い

に
制
約
し
て
は
、
町
公
羊
』
の
解
抑
伴
、
批
評
は
無
い
が
、
こ
こ
で
は
、

他
の
二
俸
に
よ
り
、
袈
公
が
桁
…
公
波
後
の
務
閣
に
か
か
わ
っ
て
く
る

経
緯
が
理
解
で
き
る
。

吋
左
侍
』
の

春
、
宋
袈
公
以
諸
侯
伐
費
。
一
一
一
月
、
湾
人
殺
無
紡
。

と
い
う
説
明
一
は
門
前
九
日
記
』
の

孝
公
元
中
三
月
、
宋
袈
公
率
諸
侯
兵
、
送
費
太
子
昭
需
伐
薄
。
婦

人
恐
、
殺
其
君
無
論
。

(
野
大
公
世
家
)

と
相
似
し
て
お
り
、
議
公
が
強
関
揮
の
太
子
昭
を
擁
し
「
公
位
い
織

法
戦
に
関
興
し
た
こ
と
を
物
語
る
。
コ
絞
梁
侍
』
の

非
伐
喪
也
G

は
、
所
詮
、
宋
践
が
大
関
持
を
滅
亡
さ
せ
る
資
格
の
無
い
こ
と
を
示

す
よ
う
で
も
あ
る
し
、
ま
た
同
時
に
済
閣
の
機
承
問
題
に
か
か
わ
っ

た
と
い
う
の
議
公
に
到
す
る
解
轄
と
表
裏
す
る
よ
う
で
も

あ
る

ν

に
関
連
し
て
の
同
年
の
経
文

戊
賞
、
宋
一
帥
及
費
削
州
戦
…
ナ
蹴
。
務
部
敗
綴
。
」

に
関
し
て
は
一
一
一
体
そ
れ
ぞ
れ
の
解
繋
が
あ
る
が
、
吋
公

の
二
俸
と
大
別
さ
れ
得
る
。

司
左
停
」
一
の
解
稗
は
百
人
記
』
の
と
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。

購
入
路
立
孝
公
、
不
路
間
公
之
徒
、
途
輿
宋
人
戦
。
夏
、

宋
敗
芳
郎
子
甑
一
、

」帰国

の

( 13 ) 

の
は
他

五
月
、

(
吋
左
俸
』
信
公
十
八
年
俸
文
)

結
局
吋
史
記
F

中
に
お
い
て
は
、
傍
線
の
部
分
を
、

湾
人
路
立
太
子
昭
、
回
公
子
之
徒
攻
太
子
、
太
子
走
宋
。
宋
遂
血
ハ

湾
人
四
公
子
教
心

(
祷
太
公
世
家
)

の
ご
と
く
誘
拐
す
る
の
で
あ
り
、
謙
一
承
教
の

J

貨
態
が
明
白
と
な
る
。



一
家
公
は
太
子
昭
を
擁
立
す
る
祷
人
と
と
と
も
に
、
回
公
子
と
戦
い
、

打
ち
勝
っ
た
と
い
う
の
が
、
絞
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
心
こ
の
場
合
に
は
事
の
正
否
を
の
べ
な
い
c

そ
こ
に

か
え
っ
て
内
在
停
』
の
現
質
的
立
場
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
c

同
穀
梁
偉
い
は

戦
不
一
言
伐
、
客
不
言
及
ι

言
及
、
怒
宋
也
し

と
し
て
、
経
文
の
筆
法
に
着
目
し
、
こ
れ
は
宋
の
一
議
公
を
そ
し
っ
た

も
と
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
務
寧
は
次
の
如
く
敷
約
し
て
一
一
一
一
口

。

〉
竹
/

今
簿
伯
卒
未
葬
、
宋
蓑
公
欲
興
縮
率
一
郎
伐
喪
。
於
殻
尤
反
。
故
反

其
文
以
宋
及
旗
門
。

宋
の
袈
公
は
結
一
公
の
喪
儀
が
完
了
し
な
い
う
ち
に
績
業
を
自
か
ら
成

さ
ん
と
し
て
湾
問
に
干
渉
し
て
き
た
の
は
、
般
に
ひ
ど
く
た
が
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
部
ち
家
公
を
鍛
粛
に
批
判
し
て
い
る
。

町
公
平
体
い
は
、
こ
れ
に
釘
し
、
袈
公
が
継
承
戦
に
間
関
興
し
た
正

活
性
を
強
調
す
る
。

務
也
心
開
何
魚
輿
ぃ
袈
公
之
征

0

0

0

0

0

0

0

 

沈
針
。
箔
是
故
伐
之
也

U

こ
こ
に
お
い
て
、
褒
公
は
議
去
の
葬
般
を
執
行
せ
ず
様
力
争
い

に
終
始
す
る
務
関
内
の
勢
力
を
討
伐
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
か

え
っ
て
非
麓
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
穫
に
合
致
す
る
行
動
で
あ
る
と
さ

守
れ
る
心こ

れ
よ
り
催
公
十
九
年
(
紀
元
前
六
回
一
年
〉
の
都
合
間
ケ
燥
の

経
文
は
宋
の
裏
公
の
積
極
的
野
外
活
動
を
物
語
っ
て
い
る
。
一
つ
に

は
軍
事
行
動
で
あ
り
、
ま
た
一
つ
に
は
曾
盟
の
主
宰
者
と
な
っ
た
こ

と
で
あ
る
乙
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
『
左
俸
片
円
穀
梁
停
』
は
批
判
的

で
あ
る
c

一
月
、
宋
人
執
勝
子
嬰
簿
。
」

宋
人
執
膝
笠
公
。
(
円
左
俸
』
倍
公
十
九
年
俸
文
)

宋
公
・
前
日
人
e

祁
人
盟
子
曹
南
c

都
子
人
間
関
盟
子
絡
に

こ
の
経
文
に
関
し
て
は
一
一
、
公
羊
簿
い
は
郁
子
が
禽
援
に
お
く
れ
た
こ

と
を
指
摘
し
、
次
の
経
文
に
見
え
て
い
る
邪
人
の
行
動
に
幾
ら
か
の

理
由
づ
け
を
し
よ
う
と
す
る
か
に
見
え
る
c

初
心
後
九
抑
制
也
心

( 14 ) 

佐
山
公
十
九
年
俸
文
)

7
P
へ
L
郭
子
持
乙
ご

会
」
孝
千
i
町、

iJ

一

こ
れ
に
つ
い
て
、
工
長
得
ω
は
、

夏
、
宋
公
使
祁
文
公
用
都
千
於
次
段
之
戦
、
欲
以
嵐
山
県
一
一
央
。

持
ω

倍
公
十
九
年
俸
文
)

と
い
う
よ
う
に
そ
の

つ
い
で
河
民
子
魚
の
宋



公
に
船
内
す
る
誠
一
一
一
向
と
い
う
形
で
宋
の
褒
公
の
行
為
を
批
判
し
て
い

る
。
要
す
る
に
人
を
犠
牲
に
用
い
る
こ
と
の
非
を
の
べ
た
も
の
だ

が
、
相
公
の
ご
と
き
義
士
で
す
ら
務
徳
を
震
わ
れ
る
の
に
、
人
を
鬼

…
仰
に
さ
さ
げ
て
覇
者
と
な
ろ
う
と
す
る
よ
う
で
は
、
そ
の
死
を
全
う

す
る
こ
と
は
閤
難
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る

G

部
門
板
公
存
一
一
一
亡
閥
、
以
溺
諮
侯
。
義
士
猶
臼
薄
徳
。
今
…
A
M
m

一
山
鹿

二
関
之
君
、
叉
用
諸
淫
昏
之
鬼
、
勝
以
求
額
、
不
亦
難
乎
。
得
死

慾
卒
。
(
門
左
偉
い
俵
公
十
九
年
俸
文
〉

吋
穀
梁
侍
h

は
徽
閣
の
君
主
(
節
子
〉
が
自
分
に
よ
っ
て
宋
と
A
M同

盟
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
こ
れ
を
拘
束
し
た
祁
人
の
立
場
を
批

注一一一

利
し
て
い
る
。

徴
図
之
君
、
問
問
郊
以
求
輿
之
盟
心
人
間
臼
以
求
山
県
之
段
、
己
迎
而

執
之
、
怒
之
ゃ
故
諮
而
日
之
也

v

そ
し
て
、
主
ん
仏
一
傍
い
に
一
…
一
一
問
う
犠
牧
に
つ
い
て
、

用
之
者
、
叩
其
鼻
以
料
也
。
(
内
穀
梁
停
b

傍
公
十
九
年
俸
文
)

と
説
明
す
る
ο

一
方
町
公
羊
俸
b

は、

窓
乎
用
之
c

用
之
社
也
。
共
用
之
社
、
奈
何
。
議
叩
其
鼻
以
血
一
位

也
。
(
町
公
学
俸
b

傍
公
十
九
年
俸
文
)

と
の
み
一
一
一
日
い
、
郁
子
が
枇
祭
に
供
せ
ら
れ
た
こ
と
を
の
み
論
じ
、
宋

の
一
袈
公
の
是
非
は
一
一
一
一
口
及
し
な
い
c

さ
き
に
事
質
関
係
の
み
を
示
し
た

の
立
場
と
主
客
将
倒
し
て
い
る
感
が
あ
る
じ

ま
た
、
裏
公
の
軍
事
行
動
を
記
し
た
絞
文

「
秋
、
宋
人
観
世
間
J

に
つ
い
て
は
戸
任
博
h

の
論
許
の
み
で
あ
る
が
、
や
は
り
子
魚
の
諌

言
の
形
で
、
そ
の
笠
、
宋
の
裏
公
を
批
判
し
て
い
る
。

子
魚
言
於
宋
公
日
、
文
王
関
山
mm
徳
鋭
部
伐
之
c
r卓
三
句
部
不
降
、

退
、
修
敬
市
復
伐
之
心
(
中
略
)
今
、
君
徳
無
、
乃
狛
有
一
賄
側
側
、

市
以
伐
人
。
若
之
何
心
議
姑
内
省
徳
乎
。
無
関
一
間
後
動
c
Q左
侍
い

傍
公
十
九
年
俸
文
)

こ
こ
に
文
主
の
討
伐
に
釘
す
る
徳
治
主
義
的
な
許
僚
が
述
べ
ら
れ
、

裏
公
の
討
伐
が
全
く
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
、
の
ち
に
町
公
芋
偉
い
が
一
課
公
の
戦
闘
ぶ
り
を
文
王

の
戦
い
に
も
ま
さ
る
っ
て
い
る
の
と
き
わ
だ
っ
た
針
照
と
な
っ

て
い
る
仁

( 15 ) 

宋
の
一
袈
公
は
積
極
的
活
動
を
展
開
し
た
末
、
億
公
二
十
一
年
(
紀

六
一
一
一
九
年
)
つ
い
に
、
異
域
の
楚
閣
を
舎
盟
に
加
え
よ
う
と
し

こ
れ
が
、
一
一
長
公
不
幸
の
一
原
因
と
な
る
こ
と
を
門
左
停
』
の
み
致

と
し
て
載
せ
る
コ

入
、
湾
入
、
楚
人
援
子
箆
上
。
」
(
傍
公
二
十
一
年
経
文
)

宋
人
為
箆
上
之
盟
、
以
来
諸
侯
於
楚
、
楚
人
許
之
。
公
子
日

小
闘
争
盟
、
腕
也
心
宋
其
亡
乎
じ
山
市
寸
前
後
敗
じ

~U 
の



一
年
俸
文
)

そ
し
て
綾
文
に
見
え
る
よ
う
に
、
そ
の
年
、
秋
、

た
ら
さ
れ
る
。

「
秋
、
宋
公
、
発
子
、
競
侯
、
姦
侯
、
第
伯
、
許
男
、
曹
伯
曾
子

話
、
執
宋
公
以
伐
朱
己

競
文
の
主
客
は
栄
公
に
な
っ
て
お
り
、
命
同
盟
の
地
も
宋
閣
の
土
地
で

あ
る
蛮
と
な
っ
て
い
る
が
、
戸
江
俸
'
中
は
、
諸
侯
が
宋
公
を
孟
の
地

に
愈
盟
せ
し
め
た
と
し
、
そ
の
間
に
宋
公
に
封
す
る
子
魚
の
警
告
を

さ
し
は
さ
み
、
犯
が
宋
公
を
拘
束
し
た
、
と
事
費
関
係
を
述
べ
る

4

秩
、
諸
侯
ム
仰
岡
山
木
公
子
孟
心
子
魚
臼
、
縞
其
在
此
乎
c

君
欲
巳
甚
一
。

共
何
以
堪
之
。
於
是
楚
執
宋
公
以
伐
宋
。
(
吋
左
体
何
倍
公
二
十
一

年
俸
文
)

内
穀
梁
縛
b

は
経
文
の
字
句
の
説
明
ハ
吋
以
b

の
字
が
雷
一
一
復
の
字
で

あ
る
こ
と
を
示
す
。
)
に
終
わ
っ
て
い
る
が
、
吋
公
羊
偉
い
は
一
央
獄
で

あ
る
楚
が
中
華
の
宋
践
の
君
主
を
拘
束
す
る
の
に
は
賛
成
で
き
な

い
、
と
す
る
。
そ
れ
が
、
経
文
の
一
窓
闘
で
あ
る
と
強
調
す
る
。
こ
れ

は
吋
公
羊
傍
ω
全
般
を
一
貫
す
る
恭
一
爽
思
想
で
あ
る
。

執
執
之
。
楚
子
執
之
。
易
保
刈
不
皆
同
楚
子
執
之
。
不
興
一
央
獄
之
執
中

関
也
。
〈
町
公
学
体
b

倍
公
二
十
一
体
文
)

間
何
年
冬
、
楚
人
は
笈
山
中
を
つ
か
わ
し
て
き
で
宋
閣
に
打
ち
勝
っ
た

戦
利
品
を
魯
に
献
上
し
て
き
た
。

の
敗
北
が
も

」
(
盛
山
公
一
一
年
経
文
)

に
お
い
て
も
そ
れ
な
り
の
筆
夷
思
想
が
あ
る
。
必
ず

L
も
裏
公
を
許
債

J

せ
ぬ
も
の
の
、
同
ぷ
苓
秩
』
は
楚
が
宋
に
勝
利
し
た
と

い
う
こ
と
を
納
得
し
な
い
、
と
説
く
。

媛
、
軍
得
也
、
)
其
不
自
宋
捷
、
部
一
抱
一
心
不
阻
(
楚
捷
於
宋
也
ζ

(

『穀

梁
停
』
億
公
二
十
一
年
俸
文
)

一
方
司
公
羊
博
中
は
こ
こ
に
か
な
り
の
一
一
一
一
同
を
費
や
し
、
可
経
文
n
h

が
楚
人
を
(
夜
一
し
て
い
る
こ
と
を
一
一
一
一
口
い
、
次
に
宋
闘
が
敗
れ
た
に

つ
い
て
は
、
護
公
が
あ
ら
か
じ
め
、
宋
、
楚
の
一
階
君
主
で
吋
乗
車
之

入
閣
戸
一
一
(
一
午
和
時
曾
見
方
式
)
を
約
し
た
の
に
、
そ
の
禽
見
の
時
、
楚

は
約
に
達
一
い
、
自
身
は
ア
ぷ
(
事
之
曾
』
(
戦
時
曾
見
方
式
)
で
虚
を

つ
き
、
米
の
家
公
を
拘
禁
し
、
宋
闘
を
破
っ
た
の
で
あ
る
、
と
事
寅

関
係
の
説
明
を
す
る
じ
こ
こ
で
あ
い
だ
に
、
公
子
自
夷
が
、
楚
は
夷

閣
で
、
約
束
を
た
が
え
る
懸
念
が
あ
る
の
で
『
兵
事
之
命
記
で
の
ぞ

み
な
さ
い
と
言
っ
た
と
い
う
忠
一
一
諮
問
を
さ
し
は
さ
む
。
だ
が
、
宋
の
褒

公
は
白
か
ら
約
義
し
た
こ
と
を
や
ぶ
る
の
は
よ
く
な
い
と
吋
乗
車
之

曾
n

一
一
を
堅
持
し
出
か
け
て
ゆ
く
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る

ヱ
不
裂
の
仁
山
の
一
端
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
内
公
羊
縛
b

は
こ
の
黙
を
強
調
し
て
い
る
心

宋
公
興
楚
子
期
以
乗
車
之
命
問
。

J

攻
一
三
百
長
品
ん
い
い
お
。

R
m
H
h
H
M
，h
刻
川
公
立
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一央問問也。

宋
公
日
、
不
可
。
一
世
間
ハ
之
約



以
乗
車
之
禽
。
自
我
筑
之
、
出
我
滋
之
、
臼
不
可
。
移
以
乗
車
之

ム
時
間
住
。
楚
人
果
伏
兵
卒
、
執
宋
公
以
伐
宋
。
(
内
公
学
傍
い
傍
公
二

十
一
年
俸
文
)

さ
ら
に
吋
公
羊
体
』
は
、
こ
の
危
急
の
時
、
残
公
が
公
子
宮
夷
に

一
時
閣
を
託
し
、
日
爽
は
そ
れ
に
こ
た
え
て
、
よ
く
機
知
を
も
っ
て

宋
閣
を
守
っ
た
後
、
幸
い
に
縛
放
さ
れ
日
爽
に
図
を
譲
ろ
う
と
す
る

か
の
態
度
で
徹
閣
に
入
っ
て
い
た
袈
公
を
、
迎
え
入
れ
た
と
い
う
事

寅
を
諮
る
〈
こ
こ
で
は
長
く
な
る
の
で
原
文
を
省
略
。
)
そ
し
て
、

吋
公
羊
侍
』
は
袈
公
の
仁
徳
、
日
夷
の
愛
関
の
功
績
を
讃
え
る
か
の

如
く
、
次
の
よ
う
に
説
明
を
結
ぶ
。

ぬ
矯
不
一
…
一
一
同
捷
乎
宋
。
筋
裂
公

関
。
錆
公
子
日
爽
訴
也
。

(
町
公
羊
俸
h

宋
の
褒
公
が
襟
放
さ
れ
た
事
笈
を
絞
文
は
、

。

「
十
有
二
月
、
突
丑
、
公
舎
諸
侯
盟
子
薄
、
終
宋
公
。
」

と
記
す
。
こ
こ
に
魯
協
の
億
円
公
が
介
在
し
て
宋
の
袈
公
は
救
出
さ
れ

た
一
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
万
年
俸
い
は
、
宋
の
家
公
が
失
敗
に
こ
り
ず
、
再
び
そ
の

寸
野
心
」
を
抱
く
こ
と
に
針
し
、
警

多
、
命
附
子
薄
以
稗
之
。
子
魚
日
、

倦
一
公
日
一
年
俸
文
)

此
額
際
也
。
持
箆
不
一
一
一
一
口
其

一
年
俸
文
)

鍋
猶
未
也
。

未
足
以
懲
君
。

は

の

に

綴

れ

、

外

関

心

惜

は

宋

の

土

地
)
で
穣
放
し
と
い
う
こ
と
は
記
載
し
な
い
は
ず
な
の
に
、
記
し
た

の
は
何
故
か
、
と
い
う
に
、
そ
れ
は
、
信
公
が
こ
の
禽
盟
に
あ
ず
か

つ
て
カ
が
あ
っ
た
か
ら
言
っ
た
ま
で
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

(
こ
の
頃
部
分
の

A

原
文
は
省
略
)
ま
た
さ
き
に
述
べ
た
如
く
「
夷
関
」

に
釣
し
て
、
こ
れ
が
勝
手
に
ふ
る
ま
う
の
を
許
さ
ぬ
と
い
う
立
場
を

取
っ
て
い
る
。

不
倒
ハ
楚
事
穣
也
。
(
内
穀
梁
俸
』
二
十
一
年
俸
文
)

h

も
内
春
秋
h

の
筆
法
に
鰯
れ
、
信
公
が
宋
の
裏
公
懇

放
に
参
興
し
た
の
で
、
ふ
つ
う
は
拘
禁
さ
れ
た
場
合
、
森
放
す
る
と

一
言
わ
な
い
の
に
、
そ
う
一
一
一
一
向
っ
た
の
だ
、
と
設
開
閉
す
る
。

執
未
有
一
一
一
日
韓
之
者
、
此
其
一
一
一
一
口
稗
之
、
何
。
公
輿
震
爾
也
。
公
輿
潟

爾
奈
例
。
公
輿
議
爾
也
o

Q公
羊
俸
』
傍
公
二
十
一
年
俸
文
〉

さ
て
、
傍
公
二
十
二
年
(
紀
元
前
六
回

O
年
〉
宋
の
裏
公
に
蹴
倒
し

て
、
経
文
は
一
袈
公
が
敗
北
の
直
後
ま
た
軍
事
行
動
を
開
始
し
た
こ
と

を
記
す

Q

「
夏
、
宋
公
、
衛
侯
、
許
男
、
綾
子
、
伐
鄭
。
」

内
左
縮
問
』
は
こ
の
討
伐
が
、
宋
留
と
深
い
敵
一
針
関
係
に
あ
る
楚
留

に
猷
抑
留
が
走
っ
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
事
情
を
説
き
、
子
魚
の
濁
一
一
一
一
口

と
し
て
裏
公
の
縞
窓
口
を
予
告
す
る
。

一
月
、
郵
伯
如
楚
。
夏
、
宋
公
伐
鄭
一
。
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子
魚
目
、

所
謂
誠
在
此



(
門
左
俸
b

俸
公
二
十
二
年
俸
文
)

そ
し
て
ま
た
こ
の
文
章
は
、
宋
、
楚
二
盟
関
の
情
勢
が
最
も
険
悪

化
し
て
い
る
こ
と
を
説
く
。

こ
の
よ
う
な
形
は
遂
に
大
事
と
な
ら
ず
に
済
む
わ
け
が
な
か
っ

た。
「
冬
、
十
有
一
月
、
己
己
、
朔
、
宋
公
及
楚
人
戦
子
法
、
宋
師
敗

緩
己

の
場
合
、
こ
の
戦
争
の
稜
端
は
、

楚
人
伐
宋
以
救
郷
、
宋
公
終
戦
。
Q
左
傍
』
億
公
二
十
二
年
俸
文
)

で
あ
る
と
し
、
楚
闘
が
間
関
胤
関
鄭
が
宋
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
の
を
救

出
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
、
と
説
明
し
、
こ
の
間
に
華
夷
思
想
を

さ
し
は
さ
ま
な
い
。
次
に
、
大
可
馬
の
宋
公
に
針
す
る
忠
一
一
一
一
口
を
載
せ

る
が
、

弗
可
。

赦
也

大
司
馬
問
競
臼
、
天
之
棄
一
部
久
怠
〈
心
君
勝
典
之
、

巴
。
弗
感
。
ハ
内
友
侍
』
傍
公
二
十
二
年
俸
文
)

こ
こ
に
お
い
て
、
一
向
(
般
人
が
白
か
ら
を
呼
ん
だ
呼
稀
)
を
再
興
し

よ
う
と
し
た
の
が
、
宋
公
自
身
の
覆
業
へ
の
挑
戦
の
寅
様
で
あ
っ
た

こ
と
を
述
べ
る
。
門
左
傍
』
は
こ
の
企
簡
を
「
む
な
し
き
も
の
」
と

受
け
と
め
る
。
つ
ま
り
、
と
っ
く
に
、
天
命
は
、
宋
磁
の
上
を
去
っ

て
い
た
の
で
あ
る
、
と
説
く
ひ
と
こ
ろ
で
宋
、
楚
の
戦
い
の
様
子
を

の
文
章
は
最
も
リ
ア
ル
に
一
説
明
す
る
。

冬
、
十
一
月
己
己
、
朔
。
宋
公
及
楚
人
戦
子
浪
。
宋
人
既
成
列
。

楚
人
未
設
諸
問
。
可
馬
臼
、
彼
衆
我
寡
、
及
其
未
既
済
也
、
議
撃

之
。
公
回
、
不
可
。
既
祷
荷
未
成
列
。
叉
以
告
。
未
可
。
既
陳
荷

後
撃
之
。
宋
師
敗
績
、
公
傷
股
、
門
官
犠
駕
。
(
『
左
俸
』
儀
公
二

十
二
年
俸
文
)

宋
公
は
多
勢
の
楚
閣
に
針
し
、
戦
闘
上
の
原
則
論
に
拘
泥
し
て
破
れ

去
っ
た
と
一
言
う
。
そ
の
原
則
と
は
、
「
麗
人
」
の
非
難
に
制
到
し
、
宋

公
の
一
一
一
一
向
う
解
明
に
如
震
に
あ
ら
わ
れ
る
。
「
自
分
は
亡
菌
(
段
〉
の

余
り
物
だ
が
、
一
敵
が
障
を
成
さ
ぬ
時
に
、
攻
め
太
鼓
を
打
つ
こ
と
は

し
な
い
に
と
言
う
も
の
で
あ
っ
た
ο

関
人
皆
谷
公
。
公
日
、
君
子
不
重
傷
、
不
禽
二
毛
。
古
之
借
用
寧

也
、
不
以
阻
磁
也
。
寡
人
様
亡
関
之
齢
、
不
鼓
不
成
列
。

Q
左

俸
』
傍
公
二
十
二
年
俸
文
)

こ
の
栄
公
に
訴
す
る
子
魚
の
一
一
諮
問
が
、
こ
れ
ま
で
の
批
評
か
ら
見
て
、

『
左
俸
』
の
立
場
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
「
一
一
一
箪
は
利
の
た
め
に
動

か
す
も
の
で
あ
り
、
録
。
鼓
は
士
気
を
齢
制
ま
す
も
の
で
あ
る
。
利
の
た

め
と
分
か
れ
ば
足
場
の
怒
い
の
に
付
け
込
ん
で
も
よ
く
、
鳴
り
物
が

ひ
び
い
て
士
集
が
揚
が
っ
た
ら
、
一
敵
の
脇
仰
が
整
わ
な
く
て
も
、
攻
め

0

0

0

 

て
よ
い

J
と
い
う
思
想
に
は
、
古
教
法
の
原
則
論
よ
り
、
近
代
戦

0

0

0

 

の
現
一
貫
論
を
採
用
す
ベ
し
、
と
い
う
主
張
が
よ
く
表
出
さ
れ
て
い

る。
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一
一
…
箪
以
利
用
、
金
鼓
以
毅
ん
一
風
也
。
利
而
用
之
、
組
院
、
可
也
。

盛
致
十
一
心
、
鼓
俊
可
也
。
吋
左
俸
い
儀
公
二
十
二
年
俸
文
)

吋
穀
梁
侍
b

は
袈
公
の
訟
の
敗
戦
を
、
内
春
秋
h

の
一
一
一
十
回
戦
に

お
い
て
、
っ
一
決
狭
い
に
「
中
華
い
の
箪
縁
で
敗
れ
た
と
い
う
こ
と
は

類
例
が
な
い
、
と
し
、

0

0

 

森
秋
三
十
有
開
戦
、
来
有
以
傘
敗
子
前
十
、
以
師
敗
子
入
者
也
む

雰
地
の
恥
を
そ
そ
ご
う
と
し
た
公
の
議
公
の
個
人
的
な
私
怨
で
軍
隊

を
動
か
し
た
の
は
不
蛍
で
あ
っ
た
、
と
し
て
い
る
。

古
者
被
甲
嬰
出
向
、
非
以
前
ハ
閤
也
、
別
以
絞
無
道
也
七
堂
回
以
報
共

恥
哉
。
〈
内
穀
梁
停
い
部
川
公
二
十
二
年
侍
文
)

ま
た
内
穀
梁
停
b

は、

。

。

倍
則
攻
、
敵
期
戦
、
少
則
守
ο

(

中
略
)
道
之
資
者
、
時
。
其
行

。
勢一也
o

Q穀
梁
簿
b

億
公
二
十
二
年
俸
文
)

と
訟
の
戦
い
の
僚
を
結
ぶ
が
、
こ
れ
は
、
道
・
法
家
的
兵
較
論
を
反

映
し
た
も
の
で
あ
る
。

同
公
羊
停
b

は
、
同
春
秋
い
は
、
結
局
、
一
敵
が
陣
立
て
し
な
い
う

ち
に
は
攻
撃
し
な
い
と
い
う
宋
の
裏
公
の
立
場
に
賛
同
し
て
い
る
の

で
、
戦
闘
に
日
を
脅
し
た
の
、
た
、
と
説
い
て
い
る
。

偏
戦
者
日
欝
、
此
其
一
一
一
一
口
朔
、
何
。
(
中
略
〉
故
君
子
大
其
不
鼓
不

0

0

0

0

0

0

 

成
列
。
臨
大
事
而
不
忘
大
雄
、
有
君
市
無
臣
、
以
震
難
文
王
之

0

0

0

0

0

0

 

戦
、
亦
不
遜
此
也
。
(
吋
公
羊
倖
h

億
公
二
十
二
年
俸
文
)

そ
し
て
、
大
事
に
の
ぞ
ん
で
大
識
を
忘
れ
ぬ
」
宋
の
袈
公
の
態
度

を
「
文
一
土
の
戦
争
で
も
あ
り
得
ま
い
い
と
激
賞
す
る
。

以
上
三
憾
の
相
違
は
、
家
公
の
移
一
設
の
経
文
に
濁
す
る
説
明
、
批

許
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
る
。

「
変
・
五
月
、
皮
寅
、
宋
公
設
文
卒
。
」

夏
、
五
月
、
宋
裏
一
公
卒
。
傷
於
混
故
也
。
(
門
左
俸
』
)

不
葬
、
何
也
。
失
民
也
。
其
失
民
、
何
也
。
以
其
不
数
民
戦
、
別
別

是
棄
其
前
也
。
矯
人
君
而
棄
其
師
、
英
氏
執
一
以
魚
君
哉
。
(
『
穀
梁

俸
h
)

何
以
不
審
葬
、
盈
乎
詳
也
。
(
吋
公
平
体
b
)

門
左
偉
い
は
死
闘
を
述
べ
、
内
部
駅
梁
』
は
、
宋
の

J

袈
公
を
「
葬
す
」
と

書
か
な
か
っ
た
の
は
、
民
を
失
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
、
と
一
一
一
一
口
い
、

宋
薬
を
批
判
す
る
。
針
す
る
に
、
『
公
羊
縛
』
は
、
「
大
い
に
裏
公
の

死
を
辞
ん
だ
か
ら
。
い
と
し
て
い
る
。
円
公
羊
俸
』
は
終
始
一
貫
、
一
袈

公
の
立
場
に
印
し
額
公
を
額
賞
し
、
裏
公
の
立
場
に
'
却
し
弊
じ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。

( 19 ) 

『
公
羊
偉
』
の
基
本
的
立
場

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
『
公
羊
俸
』
の
裏
公
許
債
の
中
に
は
、
い

く
つ
か
の
町
公
芋
停
』
自
穫
の
基
本
的
立
場
が
看
取
さ
れ
た
。
ま
ず



に
あ
ら
わ
れ
る
神
秘
主
義
的
、

ら
れ
る
の
こ
の
よ
う
な
記
述
は
、
使
奇
現
象
を
記
、
す

治
五

毘
(
也
。
い
と
い
う
形
で
、
町
公
羊
俸
b

全
競
に
あ
ら
わ
れ
る
が
、
最
も

綴
者
な
形
の
は
、
友
公
十
四
年
(
紀
元
前
回
八
一
年
)
の
「
獲
麟
」

に
側
聞
す
る
批
評
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
「
麟
い
は
「
ー
王
者
出
現
の
予

兆
い
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
設
か
守
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
ま
た
、
そ
の

ま
ま
、
一

i

希
子
易
為
第
春
秋
。
(
中
略
)
制
春
秋
之
義
以
侯
後
盟
、
以

君
子
之
箆
亦
有
柴
乎
此
意
。
ハ
内
公
平
侍
n
h

亥
公
十
四
年
俸
文
」
と
い

制
作
の
に
象
徴
的
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
と
一
一
一
一
日
え

るう。

西
狩
獲
麟
。

何
以
露
。
記
異
世
。
何
異
弱
。
非
中
間
之
鉄
也
。
然
別
執
狩
之
レ

薪
釆
者
也
。
薪
釆
者
、
別
徴
者
也
、
持
怨
以
狩
一
一
一
日
之
。
大
之
也
心

開
制
矯
大
之
内

U

漁
獲
麟
大
之
也
。
日
何
筋
獲
麟
大
之
。
麟
者
、
仁
鉄

也
、
有
王
者
則
一
設
、
無
王
者
別
不
至
。
有
以
告
日
、
有
腐
部
角

者
。
(
町
公
平
侍
い
京
公
十
四
年
俸
文
)

問
時
に
、
こ
の
文
一
平
の
次
に
見
え
る
。

孔
子
臼
、
執
矯
来
哉
、
執
保
対
来
哉
。
反
扶
拭
頭
、
悌
治
砲
。
(
勺
.
公

学
体
的
拘
束
公
十
四
年
俸
文
)

0

0

0

0

0

0

 

の
僚
は
、
理
想
に
生
き
る
者
の
み
も
つ
は
げ
し
き
悌
泣
を
活
潟
し
て

い

る

。

こ

の

的

傾

向

も

ま

た

、

な
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
宋
の
一
義
公
の
薄
留
の
公
位
縫
承
戦
へ
の
賄
側
輿
に
関
す
る
一
説
明

Q
公
羊
俸
」
一
盛
山
公
十
八
年
俸
文
)
と
、
楚
が
宋
覇
を
把
捉
し
た
こ
と

に
関
す
る
批
評
二
公
羊
博
』
億
公
二
十
一
年
俸
文
)
等
に
見
え
る

華
夷
思
想
も
、
内
公
羊
簿
町
一
共
通
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
元
来
程

度
の
妙
法
は
あ
れ
、
三
博
に
共
通
す
る
傾
向
で
あ
る
が
、
華
夷
思
想
が

如
震
に
語
ら
れ
る
の
は
、
努
桓
に
関
す
る
簿
文
で
あ
る
。
荘
公
三
十

年
(
紀
元
前
六
六
四
年
)
の
経
文

「
湾
人
伐
山
戎
。
」

に
つ
い
て
、
吋
公
羊
俸
』
は
桓
公
を
「
皮
」
し
て
い
る
。
一
穫
、
他

注山ハ

ヰ
ギ
一
向
に
お
い
て
も
、
根
内
結
一
の
評
僚
は
袈
同
氏
相
宇
ば
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
黙
は
、
同
公
羊
俸
b

に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

此
、
努
侯
也
、
其
裕
人
、
向
。
同
氏
。
易
潟
授
の
子
司
馬
子
日
、
蓋

以
操
之
矯
己
嬢
会
。
此
蓋
戦
也
、
何
以
不
一
一
一
一
日
戦
。
春
秋
一
敵
者
一
一
一
日
戦
、

松
公
之
興
戎
秋
、
駆
之
爾
Q

(

吋
公
羊
俸
』
荘
公
一
一
一
十
年
俸
文
)

本
来
の
「
撰
夷
」
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
壊
に
「
夷
獄
」
を
鱗
迭
す

る
こ
と
の
み
の
原
則
無
き
も
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
、
「
夷
戎
」

よ
り
の
戦
利
品
を
ひ
け
ら
か
し
て
他
関
に
脅
威
を
輿
え
る
こ
と
で
は

な
い
。
「
六
月
費
侯
来
一
献
戎
捷
。
」
(
庶
公
一
一
一
十
一
年
経
文
)

務
大
路
也
{
ザ
掲
筋
親
来
紘
一
戎
捷
、
威
我
也
。
其
威
我
奈
何
。
旗
獲

市
議
一
我
也
。
荘
公
一
一
一
十
一
年
俸
一
文
)
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こ
の
よ
う
な
、
魯
閣
に
約
す
る
務
の
松
公
の
大
関
主
義
的
態
度
は
批

判
さ
れ
て
い
る
。

組
公
の
功
績
は
、
夷
紋
が
山
迎
合
し
て
中
闘
を
分
断
し
よ
う
と
す
る

危
機
を
ば
、
爽
獄
を
し
り
ぞ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
い
、
つ
い
に

は
、
楚
閣
を
服
従
さ
せ
た
こ
と
に
あ
る
ω

こ
れ
は
、
前
後
の
君
主
よ

り
す
ぐ
れ
て
い
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

南
夷
興
北
放
交
、
中
閣
不
紹
若
銭
。
板
公
救
中
関
雨
模
夷
獄
、
卒

枯
荊
、
以
矯
王
者
之
事
也
。
(
中
略
)
前
此
者
有
事
、
後
此
者
有

事
会
、
間
刑
判
例
筋
溺
於
此
索
。
興
粧
公
魚
主
、
序
綴
也
。
(
町
公
羊

傍
陥
位
向
公
四
年
博
文
)

こ
こ
に
お
い
て
、
整
額
は
「
夷
狭
い
の
最
強
閣
と
目
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
あ
り
、
宋
の
褒
公
が
の
ち
に
、
こ
の
強
踏
に
劃
す
る
に
、
古
代

の
戦
陣
の
儀
践
を
も
っ
て
、
あ
く
ま
で
抗
す
る
姿
勢
に
は
、
「
華
」

と
「
夷
い
の
象
徴
的
な
関
崎
が
う
か
が
え
よ
う
心
そ
の
こ
と
を
向
、
公

羊
俸
b

は
強
調
し
て
い
る
と
解
稼
で
き
る
。

移
り
に
、
宋
哀
の
戸
ど
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
な
理
想
主

義
的
、
原
則
主
義
的
方
向
を
述
べ
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、

「
経
」
と
「
権
」
の
病
者
を
ど
う
見
て
い
る
か
、
と
い
う
町
公
羊

侍
b

の
基
本
姿
勢
に
か
か
わ
る
ο

こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
「
擢
」
は

「
縫
い
ハ
通
常
の
道
)
と
相
反
す
る
も
の
と
し
て
、
ま
ず
考
え
ら
れ
、

生
死
に
か
か
わ
る
以
外
周
う
べ
き
で
な
い
、
と
規
定
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
、
現
質
主
義
的
方
向
に
反
す
る
行
き
方
で
あ
り
、
ま
た

つ
機
」
を
な
す
に
は
自
己
を
損
な
っ
て
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
人

を
あ
や
め
て
し
、
人
を
殺
し
て
白
か
ら
が
生
き
、
人
を
亡
き
も
の
に

し
て
自
分
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
君
子
は
潟
さ
な
い
、
と
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
功
利
主
義
、
便
宜
主
義
を
排
除
す
る
傾
向
で
あ

る
。
従
っ
て
、
ま
た
理
想
主
義
的
行
き
方
と
言
え
よ
う
。

0

0

0

0

0

0

0

0

 

様
者
、
侭
。
楼
者
反
於
絞
、
然
後
有
著
者
也
。
権
之
所
設
、
合
死

亡
無
所
設
。
行
権
有
道
、
自
昭
氏
以
行
機
、
不
審
人
以
行
機
。
殺
人

以
自
生
、
亡
人
以
自
存
、
君
子
不
筋
也
。
(
『
公
羊
停
』
桓
公
十
一

年
俸
文
)

( 21 ) 

(
結
語
〉

町
公
羊
俸
』
の
読
者
離
を
う
か
が
っ
て
み
る
と
、
費
結
一
に
つ
い
て

は
他
の
三
俸
と
同
様
功
罪
宇
ば
す
る
。
但
し
宋
裏
に
つ
い
て
は
徹
底

し
て
こ
れ
を
排
じ
、
懸
賞
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
c

大
図
湾
閣
の

覇
者
i
桓
公
の
か
げ
に
か
く
れ
て
し
ま
い
宋
裏
は
明
白
に
議
者
と
し

て
想
起
し
得
な
い
が
如
く
で
あ
る
が
、
円
公
羊
俸
』
が
本
来
的
に
持

っ
て
い
る
神
秘
主
義
、
予
見
的
思
想
、
華
夷
思
想
、
理
想
主
義
・
原

則
主
義
的
方
向
に
照
ら
し
て
み
る
持
、
こ
れ
ら
を
全
部
兼
ね
そ
な
え

賞
揚
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
宋
裏
な
の
で
あ
る
。

私
は
、
近
世
中
盤
が
、
外
閣
の
侵
略
に
さ
ら
さ
れ
た
時
、

必
ず
し



も
日
本
の
如
く
迅
速
に
か
つ
現
質
的
に
こ
の
紋
況
に
釘
践
し
得
。
す
、

一
見
不
器
用
に
ま
た
魯
鈍
に
立
ち
向
か
っ
た
こ
と
を
想
い
起
こ
す
。

周
知
の
如
く
、
こ
の
時
期
は
援
く
翠
界
に
流
行
し
て
い

た。
あ
く
ま
で
も
理
想
主
義
的
な
政
治
規
範
を
も
っ
て
外
夷
の
侵
略
に

到
し
た
中
閣
の
誠
寅
さ
に
こ
そ
吋
公
羊
俸
匂
の
一
一
一
誌
と
の
影
が
き

ざ
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
つ

一
九
七
四
年
二
月
二
十
日
(
本
製
助
手
)

詑

一

同

史

記
b

に
は
「
一
印
税
拘
較
公
舎
諸
侯
子
葵
丘
、
一
議
公
校
舎
。
」
(
『
史

記
』
朱
徽
子
世
家
〉
と
あ
る
。
一
銭
公
邸
位
の
年
は
、
板
公
主
導
型
の
間

際
批
舎
の
時
期
に
あ
た
る
。

詑
ニ

m
J

史
記
n
h

に
は
「
無
鰯
」
を
「
無
詑
」
と
作
っ
て
い
る
。

法
一
一
一
円
一
般
梁
捕
詑
h

ハ
鈍
文
系
箸
)
に
は
詳
細
な
説
明
が
見
え
る
3

法
問
「
一
一
一
月
、
郵
伯
如
禁
。
夏
、
栄
公
伐
鄭
己
の
文
が
上
に
あ
る
む
こ

の
間
の
事
情
を
う
か
が
う
に
足
る
。

沈

五

吋

公

学

博
h

に
は
都
合
約
三
十
四
ケ
所
見
え
る
。

校
六
こ
の
姑
に
つ
い
て
は
、
明
春
秋
俸
に
あ
ら
わ
れ
た
五
欝
に
つ
い
て

(
ニ
〉

h
Q金
持
大
尊
敬
一
夜
部
論
集

h
〈
人
文
科
卒
篇
〉
閉

i
一
九
六
七

年
l
山
間
琢
氏
者
)
に
見
え
る
よ
う
に
、
す
で
に
兵
が
指
摘
さ
れ
て
い

る。
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